
独立行政法人国際農林水産業研究センタ ー 中期目標

制定：平成18年3月1日農林水産省指令17農会第1484号
変更：平成20年4月1日農林水産省指令19農会第1201号

独立行政法人国際農林水産業研究センタ ー （以下 「センタ ー」という。）は、平成5年
に農林水産省熱帯農業研究センタ ーを改組して設置された農林水産省国際農林水産業研

究センタ ー を母体に、熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域 （以
下「開発途上地域」という。）を中心とした世界の食料・環境問題の解決に向けた研究開
発を中心的に担う特定独立行政法人として平成13年 4 月 1 日に設立された。

センタ ーは、 食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）、 その理念や施策の基
本方向を具体的に示した食料・農業・農村基本計画（平成12年3月24日閣議決定）及び
「農林水産研究基本目標」（平成11年11月 1 日農林水産技術会議決定）に基づき、 平成13

年 4 月の設立に伴って策定された第 1 期中期目標に示された研究開発を推進してきた。
特に、 近年の地球規模での食料・環境問題の解決に、 農林水産業研究の国際的な連携・
協力は不可欠であり、 開発途上地域における農林水産業に関する研究開発を包括的に行
う我が国唯一の試験研究機関として対外的にもセンタ ーの存在は広く認められており、
国際農業研究協議グルー プ (CG I AR) のパー トナ ー として国際的な農林水産業研究
における我が国の研究拠点であるセンタ ー ヘの国際的な期待も大きい。

また、 「科学技術基本計画」（平成18年3月31日閣議決定）では、 「 社会・国民に支持さ
れ、 成果を還元する科学技術」、 「人材育成と競争的環境の重視」が基本姿勢になってい
る。

一方、 独立行政法人緑資源機構（以下 「 緑資源機構」という。）は、海外農業開発の効
率的・効果的推進に寄与するため、 開発途上にある海外の地域における農業開発に関す
る調査、 砂漠化防止対策等に必要となる情報の収集及び整備等の海外農業開発事業を実
施してきたところである。

緑資源機構は、 「独立行政法人整理合理化計画J （平成19年12月24日閣議決定）におい
て、 平成19年度限りで廃止され、 海外農業開発事業については、 センタ ー において、 現
在実施中の事業終了により、 開発途上にある海外の地域における農業に関する試験・研
究等の業務の中に再編・統合されることとなったところである。

こうした背景の下、 センタ ー は、 新たな食料・農業・農村基本計画 （平成17年3月25
日閣議決定）に対応して平成17年3月に策定された 「農林水産研究基本計画」（平成17年
3月30日農林水産技術会議決定）に基づき、 研究領域の重点化を行い、 成果の効果的な
普及を図るとともに、 緑資源機構の海外農業開発事業を承継し、 円滑に実施することに
より、 開発途上地域における農林水産業に関する技術の向上に貢献すべく中期計画を策
定し、 着実に実施する。
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